
盛土規制法運用開始日前後の取扱い 
 

 本市では、令和６年４月１日(月)から同法に基づく区域指定を行い、運用開始す

る予定です。 

 運用開始日前後の許可申請及び工事に関しては、届出又は再度許可申請が必要

となる場合があります。 
 

① 旧法での許可が必要であり、運用開始前に許可 
 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

宅地造成工事規制区域内（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

                                       

                                   変更の手続きは 

                                   旧法に基づき行う 

                                   （経過措置） 

 

 

 

 

② 旧法での許可が必要であり、許可が下りる見込みがない場合 
 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

宅地造成工事規制区域内（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

 

 

 

 

 

 

                                        対象のみ 

 

 

 

 

③ 旧法での許可が不要な場合 

 
令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

旧法で許可が不要な工事であるが           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

盛土規制法では許可が必要な工事 

 

 

 

 

 

                     21 日以内 

                      （令和６年４月 22 日まで）  

 

 

※令和６年３月 31 日までに工事着手できない→盛土規制法による許可申請が必要  
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盛土規制法運用開始日前後における都市計画法に基づく 

開発許可の取扱い（旧法規制区域内） 

 

 本市では、令和６年４月１日(月)から同法に基づく区域指定を行い、運用開始す

る予定です。 

 運用開始日前後の都市計画法の基づく開発行為は下記のとおりです。 
 

① 旧法規制区域内で運用開始前に開発許可 
 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

宅地造成工事規制区域内（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

                                       

                                     変更の手続きは 

                                     都計法に基づき行う 

                                    （新法の対象となる 

                                     変更も含む）  

 

 

 

 

② 旧法規制区域内で運用開始後に開発許可 
 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

宅地造成工事規制区域内（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

 

 

 

 

 

 

                                        対象のみ 

 

 

 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

 

宅地造成工事規制区域内（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                           対象のみ 

 

※みなし許可に該当しないため、別途、盛土法の許可申請等が必要  
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盛土規制法運用開始日前後における都市計画法に基づく 

開発許可の取扱い（旧法規制区域外） 

 
  

① 旧法規制区域外で運用開始前に開発許可及び工事着手（盛土法の対象工事あり） 
 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

宅地造成工事規制区域外（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

                                       

                                      

                                      

 

 

                     21 日以内 

                     （令和６年４月 22 日まで） 

 

     ※運用開始日までに工事着工しなければ、新たに盛土法の許可が必要（許可後工事着工）      
 

 

 

 

② 旧法規制区域外で運用開始前に開発許可及び工事着手（盛土法の対象工事なし） 
 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

 

宅地造成工事規制区域外（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                           対象のみ 

 

※別途、盛土法の許可申請等が必要 
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③ 旧法規制区域外で運用開始後に開発許可及び工事着手（盛土法の対象工事あり） 
 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

宅地造成工事規制区域外（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

 

 

 

 

 

 

                                        対象のみ 

 

 

                  

 

 

 

 

④ 旧法規制区域外で運用開始後に開発許可及び工事着手（盛土法の対象工事なし）  

 

令和６年４月１日 

盛土規制法運用開始 

 

宅地造成工事規制区域外（旧法）           宅地造成等工事規制区域内（盛土規制法） 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                           対象のみ 

 

※みなし許可に該当しないため、別途、盛土法の許可申請等が必要  
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